
 

 

〔 別紙〕  

 

随意契約理由書 

 

                                                                          

 

 件   名 

 

 布引ダム地震観測装置購入 

 

 契約の相手方 

 

 極東貿易株式会社 

 

 

 根拠法令 

 

 

 地方公営企業法施行令第２ １ 条の１ ３ 第１ 項第２ 号に該当 

 随意契約の理由 

 

      （ １ ）  こ の作業の対象と な る 地震観測装置は㈱ミ ツ ト ヨ が製作を 行っ たも ので 、 上記 

業者は㈱ミ ツ ト ヨ の地震関連機器を 専門に取り 扱う 会社で ある 。 ㈱ミ ツ ト ヨ は機 

器製作メ ーカ ーで あり 、 機器の設置等について は代理店で ある 極東貿易株式会社 

が実施し て いる 。  

な お、 2020年11月30日に㈱ミ ツ ト ヨ は日本シ ス テ ム工業㈱に対し 、 地震振動機器 

関連事業の譲渡に関する 契約を 締結し たため、 前文同様に現在は日本シ ス テ ム工 

業㈱が機器製作メ ーカ ーで あり 、 機器の設置等について は代理店で ある 極東貿易 

株式会社が実施し て いる 。  

 

（ ２ ）  上記業者は、 既設地震観測装置のシ ス テ ム設計から 設置工事、 長期に亘る 保守 

点検及び改造ま で を 実施し ている こ と から 、 本設備の詳細を 熟知し て おり 、 能率 

よ く 正確に実施で き る 。 ま た、 本設備に関する 資料について も 上記業者にし かな  

い。  

 

      （ ３ ）  こ の作業は、 地震観測装置の部分的な 取替え で あり 、 一部の機器は既設を 再使用 

する 。 ま た、 地震観測装置は特殊な機器で あり 、 他社製品と 整合性を と る こ と が 

で き な い。  

 

      （ ４ ）  こ の作業は、 ユニッ ト 交換後、 機器の試験調整を 含んで おり 、 こ れを 行う ため 

には、 内部資料を 持っ て いる 上記業者し か実施で き ず、 他の業者で は実施が不可 

能である 。  

 担 当 部 署  神戸市水道局浄水統括事務所設備課  （ 電話番号 078-361-7286）  

 


